
 

2021 障害者週間ポスター 

標語を大募集！

採用者には 

記念品を贈呈します 

                               
 

 

 

 

 

                                   
  

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※お一人様１点までとさせていただきます。多数お申し込みいただいた場合は、無効としますので、ご注意ください。

 

 

 

 

 ■メール  S0000230@section.metro.tokyo.jp （メールの題名は 「障害者週間ポスター標語の応募」 としてください。） 

 ■郵送（はがき）  〒163－8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎３１階 

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 障害者週間担当宛 

令和３年９月１日（水曜日）～９月２８日（火曜日）【当日消印有効】 

 最も優れた作品 1 点を、令和３年度の障害者週間ポスターの標語として使用し、記念品（図書カード５千円分）

を贈呈します。採用した標語の著作権は東京都に帰属します。 

 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 

（電話）03-5320-4147 （ＦＡＸ）03-5388-1413 

毎年12 月３日から９日までは、障害者週間です。 

障害者週間中に、障害や障害のある方々について知

り、身近な問題として考える機会となるよう、都内の

公共交通機関の車内等へ啓発ポスターを掲示します。 

令和３年度啓発ポスターに使用する「標語」を募集

しますので、ぜひご応募ください！ 

 

参考：令和２年障害者週間ポスター 

東京都福祉保健局ホームページもご覧ください。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/syougai/syougai/oshirase/hyougobosyu.html 

して、メール・郵送 （はがき）郵便番号・住所・氏名・年齢・職業又は学校名（学年）・電話番号（ＦＡX 番号）を明記

 で応募してください。必要事項が明記されていないものは、無効としますのでご注意ください。 

※個人情報は、第三者に漏れることのないよう適正に取扱い、本事業の目的以外で使用する場合は、必ず本人の同

意を得ることとします。  

 

 
※ 学校単位で応募する場合は、各学校で取りまとめの上、郵送により応募してください。  

応募方法

障害者週間ポスターの標語としてふさわしいもの。15字以内。未発表でオリジナルのもの１点  規  格

応募期間

表 彰 等

お問い合わせ

古紙パルプ配合率70％再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用しています

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課
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電 話
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障害者理解促進特設サイト

検索ハートシティ東京
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協力：東京都障害者社会参加推進センター （都内12障害者団体の連絡協議会）

肢体不自由であることを

理由に免許に条件を付さ

れている方が運転する車

に表示するマーク

身体障害者標識

聴覚障害であることを理

由に免許に条件を付され

ている方が運転する車に

表示するマーク

聴覚障害者標識

聞こえが不自由なことを

表すと同時に、聞こえな

い人・聞こえにくい人へ

の配慮を表すマークでも

あります

耳マーク

世界盲人連合で１９８４年

に制定された盲人のため

の共通マーク

盲人のための
国際シンボルマーク

身体障害者補助犬法の

啓発マーク。補助犬は盲

導犬・介助犬・聴導犬の

３種類

ほじょ犬マーク

義足や人工関節を使用し

ている方、内部障害や難

病の方、または妊娠初期

の方など、外見からは分

からない方々が、周囲の

方に配慮や援助を必要と

していることを知らせる

ためのマーク

ヘルプマーク

ハート・プラスマーク
身体内部に障害がある人

を表すマーク

人工肛門・人工膀胱を

造設している人（オスト

メイト）である事と、オ

ストメイトのための設備

があることを表すマーク

オストメイトマーク

白杖を掲げたＳＯＳのシ

グナルを見かけたら、声

をかけ支援しようという

運動の普及啓発シンボル

マーク

「白杖ＳＯＳシグナル」
普及啓発シンボルマーク
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手話を必要としている人

のためのマーク

手話マーク

筆談マーク 

筆談を必要としている人

のためのマーク

障害者が利用できる建

物、施設であることを明

確に表すための世界共通

のシンボルマーク

障害者のための
国際シンボルマーク


